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新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について

１．2040年頃の医療をとりまく状況と課題

２．これまでの地域医療構想

３．2040年頃を見据えた目指すべき医療
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１．2040年頃の医療をとりまく状況と課題
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2040年の人口構成について

• 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

• 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域で

は減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。
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年齢区分別人口の変化率の平均値

生産年齢人口 高齢人口

●大都市型 -11.9% 17.2%

●地方都市型 -19.1% 2.4%

●過疎地域型 -28.4% -12.2%

＜2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域
は５割程度（183区域）

生産年齢人口の変化率
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（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 令和５年推計」

▲15.0%

＋ 7.5%

（▲15.6%）

85歳～ （＋ 42.2%）

大都市型 ：人口が100万人以上（又は）人口密度が2,000人/km2以上
地方都市型：人口が20万人以上（又は）人口10～20万人（かつ）人口密度が200人/km2以上
過疎地域型：上記以外
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85歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率
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出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日
人口（総務省統計局人口推計）から作成
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見

込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（改）
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2040年の医療需要について

医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にか

けて、85歳以上の救急搬送は75％増加し、85歳以上の在宅医療需要は62％増加することが見込まれる。

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級
別に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は36％増、

うち85歳以上の救急搬送は75％増と見込まれる。

救急搬送の増加
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は

43％増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62％増と見込まれる。

在宅医療需要の増加
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2010年中

小児 成人 高齢者

令和５年度「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータ（第32及
び38表）をもとに分析。総人口については、「救急・救助の現況」に
準じ令和２年国勢調査人口を記載

（万人） （万人） （万人）

○ 高齢者の人口増加に伴い、高齢者の軽症・中等症の救急搬送が増加している。
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小児 成人 高齢者

死亡 0.09万人 1.6万人 5.9万人

重症 1.1万人 12.7万人 34.0万人

中等症 10.2万人 61.2万人 119.8万人

軽症 34.1万人 122.8万人 93.9万人

総人口 2049.6万人 7807.7万人 2948.4万人

小児 成人 高齢者
（１８歳未満） （１８歳～６４歳） （６５歳以上）

死亡
０．０６万人 １．３万人 ７．８万人

－０．０３万人 －０．３万人 ＋１．９万人

▲33% ▲19% ＋32%

重症
０．８万人 ９．６万人 ３７．７万人

－０．３万人 －３．１万人 ＋３．７万人

▲27% ▲24% ＋11%

中等症
１１．４万人 ６０．８万人 １９８．０万人

＋１．２万人 －０．４万人 ＋７８．２万人

＋12% ▲1% ＋65%

軽症
３６．９万人 １１４．５万人 １４２．７万人

＋２．８万人 －８．３万人 ＋４８．８万人

＋8% ▲7% ＋52%

総人口
1826.2万人 6961.6万人 3533.6万人

－223.4万人 －846.1万人 ＋585.2万人

▲11% ▲11% ＋20%

2022年中

死亡：初診時において死亡が確認されたもの
重症（長期入院）：傷病程度が３週間の入院加療を必要とするもの
中等症（入院診療）：傷病程度が重症または軽症以外のもの
軽症（外来診療）：傷病程度が入院加療を必要としないもの

傷病程度とは、救急隊が傷病者を医療機関に搬送し、初診時におけ
る医師の診断に基づき、分類する。

2010年と2022年の救急搬送人員の比較（年齢・重症度別）

7

老人ホームからの救急搬送件数の見通し

老人ホーム(特養、有老等)からの救急搬送件数について、令和３年(2021年)の約45万人(全体の8.2％)から、2040

年には約67万人に増加、特に85歳以上が増加する見込み。

資料出所：総務省消防庁「救急統計」データ（2021年）特別集計データ、総務省統計局「人口推計」（2021年）及び

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2023年推計）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
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○ 一般病院への入院（※）が、在宅要介護高齢者の要介護度を悪化させる要因となることが報告されている。

在宅要介護高齢者の要介護度悪化の要因

在宅要介護高齢者の要
介護度悪化に関連する
要因の分析結果（要介
護1）

一自治体の 2014 年 6 月から 2020 年 3 
月までの医 科（国民健康保険、後期高
齢者医療制度）及び介護レセプトから
2014 年 6 月に要 介護認定を受けて、
要支援 1 以上と判定された 65 歳以上
の高齢者を抽出した。このうち、 2014 
年 6 月に入院・入所していない在宅の
高齢者を分析対象として、以後月単位
で医療・介 護サービスの利用状況及び
主たる傷病の有病の状況を医科及び介
護レセプトから把握し、月単位のパネ
ルデータを作成し、要介護度の悪化に
関連する要因を分析。

年齢と一般病院への入院が
要介護度悪化の重要な要因

厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 長寿科学政策研究「自立支援に資する介護等の類型化及びエビデンスの体系的な整理に関する研究（21GA2003）」
令和３年度 総括研究報告書（研究代表者(所属機関) 松田 晋哉(産業医科大学 医学部・公衆衛生学)）

（※）看護配置基準１０：１以上で、地域包括ケア病棟入院料・管理料を算定していない病棟への入院

意見交換 資料５－参考－１

Ｒ ５ ． ３ ． １ ５
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出典：令和４年度入院・外来医療等における実態調査（患者票）

○ リハビリテーションを実施している患者に対する、1日平均提供単位数は、回復期リハビリテーション病棟
入院料１を算定している病棟では5.36単位、地域包括ケア病棟入院料・管理料１を算定している病棟では
2.00単位であった。

入院料ごとのリハビリテーション1日平均提供単位数

平均値・四分位数

平均値 75%Tile 中央値 50%Tile

急1 (n=1,197) 1.24 1.55 1.07 0.71

急2～3 (n=58) 1.43 1.92 1.29 0.87

急4～6 (n=80) 1.51 1.75 1.39 0.93

専 (n=8) 0.71 0.74 0.71 0.63

特機 (n=258) 1.02 1.20 0.86 0.65

小児 (n=27) 1.07 1.29 0.71 0.57

地1～2 (n=20) 1.70 1.93 1.56 1.14

地3 (n=18) 1.38 1.45 1.16 0.64

地ケ1 (n=136) 2.00 2.43 2.02 1.61

地ケ2 (n=89) 1.96 2.43 1.89 1.43

地ケ3～4 (n=3) 2.56 3.27 2.39 1.77

回1 (n=130) 5.36 7.28 6.14 3.71

回2 (n=17) 4.34 6.63 4.68 1.79

回3 (n=32) 4.19 5.43 3.90 2.79

回4 (n=6) 3.29 4.67 2.07 2.00

障7 (n=26) 0.90 1.26 0.80 0.44

障害10 (n=72) 0.98 1.25 0.81 0.51

障害13 (n=1) 0.14 0.14 0.14 0.14

特疾1 (n=6) 0.55 0.65 0.49 0.42

特疾2 (n=2) 0.67 0.90 0.67 0.43

緩1 (n=2) 1.21 1.68 1.21 0.75

緩2 (n=3) 0.65 0.76 0.46 0.44

診調組 入－ １
５ ． ９ ． ６
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○ 入退院支援加算の対象者における「退院困難な要因」は入院料別に構成割合が異なり、急性期一般入
院料では「緊急入院であること」の割合が高く、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟では
「入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること）」の
割合が高かった。

入院料別の入退院支援加算の対象者における「退院困難な要因」

出典：令和４年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

急性期一般入院料

1(n=356)

急性期一般入院料2～

3(n=46)

急性期一般入院料4～

6(n=170)

地域包括ケア病棟入院

料・入院医療管理料

(n=82)

回復期リハビリテー

ション病棟入院料

(n=94)

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかで

あること 15.1% 13.4% 14.5% 8.8% 5.5%

② 緊急入院であること

31.5% 27.0% 20.1% 16.5% 12.1%

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること

4.8% 5.1% 5.2% 5.1% 5.4%

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること

0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

⑤ 生活困窮者であること

0.8% 1.1% 0.9% 1.8% 0.5%

⑥ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であるこ

と（必要と推測されること） 24.7% 25.0% 31.6% 40.7% 51.3%

⑦ 排泄に介助を要すること

5.0% 6.9% 5.3% 5.8% 6.4%

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状

況にないこと 4.9% 7.2% 7.6% 8.0% 6.9%

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと

4.2% 4.3% 4.7% 4.5% 3.7%

⑩ 入退院を繰り返していること

2.9% 3.8% 4.9% 4.7% 3.4%

⑪ 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれること

0.4% 0.8% 1.1% 1.2% 0.3%

⑫ 家族に対する介護や介護等を日常的に行っている児童等であること

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

⑬ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること

0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

⑭ その他患者の状況から判断して①から⑬までに準ずると認められる場

合 5.4% 5.2% 4.2% 2.5% 4.4%

中医協 総－１
５．７．２０
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在宅医療の需要と供給

在宅医療を提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向にあるが、診療所数は横ばい。在宅医療の需要は、

2020年から2040年にかけて需要が50%以上増加する二次医療圏が66あるなど、増加が見込まれる。

在宅医療の提供体制

16,920 

19,501 19,950 
20,597 20,167 20,187 

18.9%

21.4%
22.1% 22.4% 21.8% 21.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H17 H20 H23 H26 H29 R2

構

成

比

施

設

数

訪問診療を行う診療所の数 診療所全体（注）に占める割合

2,849 

2,582 
2,407 

2,692 2,702 

2,973 

31.6%
29.4%

28.0%

31.7% 32.2%

36.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0
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1,000
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2,000
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H17 H20 H23 H26 H29 R2

構
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比

施

設

数

訪問診療を行う病院の数 病院全体（注）に占める割合

診
療
所

病
院

在宅医療の需要（二次医療圏毎）

23

39

58

49

43

50

66

0

10

20

30

40

50

60

70

10%未満 10.0%以上

20.0%未満

20.0%以上

30.0%未満

30.0%以上

40.0%未満

40.0%以上

50.0%未満

50.0%以上

減少 増加

2020年から2040年への

訪問診療需要の変化率別二次医療圏数

12

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」

を基に地域医療計画課において推計。
※令和６年4月１日時点において二次医療圏は330であるが、上記の将来推計人口について、福島県相

双及びいわきの２二次医療圏は推計結果がないため、328二次医療圏の推計結果である。

Ｐ.8
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地域別にみた訪問診療需要の変化の状況

249

186
206

158

105
88

175

0

50

100

150

200

250

300

0%以上

10%未満

10%以上

20%未満

20%以上

30%未満

30%以上

40%未満

40%以上

50%未満

50%以上

減少 増加

人口規模：５万人未満の市区町村
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人口規模：5万人以上50万人未満の市区町村

0 0 0 0
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0%以上

10%未満

10%以上

20%未満

20%以上

30%未満

30%以上

40%未満

40%以上

50%未満

50%以上

減少 増加

人口規模：50万人以上の市区町村

2020年から2040年への訪問診療需要の変化率別市区町村数（人口規模別）

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課において、2019年度NDB及び総務省「住民基本台帳人口｣(2020年1月)を用いて構想区域別の訪問診療受療率を作成し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口｣(2019年推計)に適用して作成。

※東京都特別区部及び政令市については、各区を一つの市区町村とみなして集計

・2020年から2040年にかけて、人口規模５万人未満の一部の市区町村等を除き、多くの市区町村で訪問診療の需

要は増加する見込み。特に、人口規模５万人以上50万人未満、50万人以上の市区町村では、多数の市区町村で

訪問診療の需要が50％以上増加する見込み。
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在宅医療の訪問患者数

在宅医療において、医療機関・職員当たりの訪問できる患者数に限りがある。
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10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

医療機関当たりの平均訪問患者数（１か月当たり）

合計 同一建物居住者以外
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病院の経営状況について

一般病院において、医業・介護収益に対する給与費は57％を占めている。給与費は病床数に比例して増加する

ところ、病床利用率は低下している。このような中、一般病院等の医業利益率は低下している。

病院の医業利益率の推移

注1）コロナ対応等の補助金について、多くの病院では医業外収益に計上しているもの
の、一部の病院では医業収益内や特別利益に計上している。そのため、医業利益率
については、一部の補助金収益が含まれている点に留意されたい

注2）コロナ対応のかかり増し経費等は医業費用として計上される一方、注 1 のとお
り補助金収益の計上先は異なるため、医業利益率と経常利益率の間には乖離が生じ
ている。

出典：「2022年度 病院の経営状況について」WAM Research Reportより
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3.4

3.3
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1.1 1.1
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△ 1.1

6.7 6.7

5.9

5.4
5.7

5.6

4.7 4.7

5.2

5.7

2.1

3.5

2.0

4.3

3.8

3.1

2.0
2.4 2.4 2.5

1.9

2.8

1.7

0.4 0.6
0.7

△ 2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

一般病院 療養型病院 精神科病院

給与費 57%

医薬品費, 13%

給食用材料費, 1%

診療材料費・医療消耗器具備品費, 10%

委託費, 8%

減価償却費, 6%

設備関係費, 4%

経費, 6%

医業・介護収益に占める比率

一般病院の費用構造

資料出所：医療経済実態調査（令和５年調査）

92%
91%

94%
93%

91% 91%

89%
88%

86% 86%
85%

83%
82%

80%
79%

76% 76%
75%

76%

71%
70%

69%

療養病床

一般病床

資料出所：厚生労働省「病院報告」
※１ 療養病床については、平成８～11年は療養型病床群、平成14年は療養

病床及び経過的旧療養型病床群の数値である。
※２ 一般病床については、平成８～11年まではその他の病床（療養型病床

群を除く。）、平成14年は一般病床及び経過的旧その他の病床（経過
的旧療養型病床群を除く。）の数値である。

病床利用率の推移
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年度

％

注)  2020年以降、コロナの影響があることに留意が必要

2040年における診療領域別の手術件数の変化について

多くの医療資源を要する医療について、2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の

構想区域で手術件数が少なくなる。
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皮膚・皮下組織

筋骨格系・四肢・体幹

神経系・頭蓋

眼

耳鼻咽喉

顔面・口腔・頸部

胸部

心・脈管

腹部

尿路系・副腎

性器

2020年から2040年への手術の算定回数の変化率別構想区域数（診療領域別）

30%以上減少 30%-20%減少 20%-10%減少 10%-0%減少 0%-10%増加 10%以上増加

資料出所：厚生労働省「NDBオープンデータ」（令和4年度）、総務省「人口推計」2022年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を用いて、厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。

※推計については、年齢構成の変化による需要の変化をみるため、全国計の性・年齢階級別の領域別の算定回数を分子、全国の性・年齢階級別人口を分母として受療率を作成し、これを構想区域別の性・年齢階級別の

2020年、2040年時点のそれぞれの人口に適用して作成しているものであり、地域別の受療行動の変化の実態を織り込んでいるものではないことに留意が必要。
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医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い

〇 全国での外来患者数は2025年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続
的に上昇し、2050年には約6割となることが見込まれる。

〇 既に2020年までに224の医療圏では外来患者数のピークを迎えていると見込まれる。

外来患者数が最大となる年

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）、総務省「住民基本台帳人口」（2018年）、「人口推計」（2017年）及び国立社会保
障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推計。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用い
て算出。

※ 福島県は相双、いわきの２医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たって
は、これらの２地域を除く328の二次医療圏について集計。

※ 外来患者数は通院のみであり、訪問診療、往診等を含まない。

凡例

：2020年以前に最大

：2025年に最大

：2030年に最大

：2035年に最大

：2040年以降に最大

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部修正）
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年

2018 2025 2040

826万人

（12%）

6,665万人

940万人程度

（14~15%程度）うち
医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度

（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※１）

5,245万人

6,024万人
～（※１）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人

（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）※３

改革後の就業者数

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※１ 総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。
※２ 2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。
※３ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」は、2024年3月11日に新しい推計が公表されている。2024年3月推計では、成長実現・労働参加進展シナリオで、総就業者数は、2022年の6,724万人か

ら2040年に6,734万人と概ね横ばいであり、「医療・福祉」の就業者数は、2022年の897万人から2040年に1,106万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』
を更新したデータはないため、比較には留意が必要。

○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。

マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
令和４年３月４日 第８次医療計画等に関する検討会資料１（一部改）

※２

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手で
きるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏
在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

（都道府県別） 上位1/3 下位1/3

都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標

00 全国 255.6 16 富山県 238.8 32 島根県 265.1

01 北海道 233.8 17 石川県 279.8 33 岡山県 299.6

02 青森県 184.3 18 福井県 246.8 34 広島県 254.2

03 岩手県 182.5 19 山梨県 240.8 35 山口県 228.0

04 宮城県 247.3 20 長野県 219.9 36 徳島県 289.3

05 秋田県 199.4 21 岐阜県 221.5 37 香川県 266.9

06 山形県 200.2 22 静岡県 211.8 38 愛媛県 246.4

07 福島県 190.5 23 愛知県 240.2 39 高知県 268.2

08 茨城県 193.6 24 三重県 225.6 40 福岡県 313.3

09 栃木県 230.5 25 滋賀県 260.4 41 佐賀県 272.3

10 群馬県 219.7 26 京都府 326.7 42 長崎県 284.0

11 埼玉県 196.8 27 大阪府 288.6 43 熊本県 271.0

12 千葉県 213.0 28 兵庫県 266.5 44 大分県 259.7

13 東京都 353.9 29 奈良県 268.9 45 宮崎県 227.0

14 神奈川県 247.5 30 和歌山県 274.9 46 鹿児島県 254.8

15 新潟県 184.7 31 鳥取県 270.4 47 沖縄県 292.1
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1.3

1.4

1.5
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1.7

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

リハビリテーション科

形成外科

麻酔科

放射線科

泌尿器科

精神科

皮膚科

総数

内科

脳神経外科

整形外科

産科・産婦人科

小児科

眼科

耳鼻いんこう科

外科

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

診療科別医師数の推移（平成20年を1.0とした場合）

（年）

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科

※医師届出票において、
主たる診療科として選
択された診療科を集計

第１回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１

改編
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診療科別の時間外・休日労働時間が年1,860時間超の医師の割合
〇 H28調査、Ｒ１調査、今回調査（Ｒ４調査）の病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合を診療科別に集計した。

□ 時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合が高い診療科は脳神経外科（9.9%）、外科（7.1%）、形成外科（6.8%）、産婦
人科（5.9%）、 救急科（5.1%）であった。

※ H28調査の分析対象者は常勤勤務医であり、勤務先を問わない。
※ H28調査の設問は、19診療科ではないため、比較不可な診療科がある。
※ 労働時間には、兼業先の労働時間を含み、指示無し時間を除外している。
※ 宿日直の待機時間は労働時間に含め、オンコールの待機時間は労働時間から除外した（労働時間＝診療時間＋診療外時間＋宿日直の待機時間）。
※ R１調査、R４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
※ R１調査ではさらに診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※ 「時間外・休日労働時間が年1,860時間超」は週78時間45分超勤務と換算した。
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令和5年10月12日医師の働き方改革の推進に関する検討会資料

人口規模別の二次医療圏毎の診療所数の変化（2012年→2022年）

・人口規模が小さい二次医療圏においては、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にある。

・50万人以上100万人未満、100万人以上の二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が増加傾向にある。

資料出所：厚生労働省「医療施設調査」を基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、2020年国勢調査結果に基づくものであり、二次医療圏は第７次医療計画時点のもので統一して比較。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5万人未満

(中央値▲2.5%)

5万人以上10万人未満

(中央値▲4.5%)

10万人以上20万人未満

(中央値▲1.3%)

20万人以上50万人未満

(中央値+0.6%)

50万人以上100万人未満

(中央値+3.3%)

100万人以上

(中央値+10.4%)

2012年から2022年への診療所数の変化率別二次医療圏数（人口規模別）

～15%減 15%減～10%減 10%減～5%減 5%減～ ～5%増 5%増～10%増 10%増～
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人口規模別の二次医療圏における診療所数の変化（2012年→2022年）

人口20万人未満の二次医療圏の診療所数は減少傾向、人口50万人以上の二次医療圏の診療所数は増加傾向にある。

資料出所：厚生労働省「医療施設調査」を基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、2020年国勢調査結果に基づくものであり、二次医療圏は第７次医療計画時点のもので統一して比較。

23

二次医療圏数

診療所数
の増減

診療所数
の増減

二次医療圏数

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（令和４年）の届出票情報を基に、厚生労働省医政局地域医療計画課において特別集計したもの。

※届出票情報を利用し独自集計したため、医師・歯科医師・薬剤師統計の公表値とは一致しない場合がある。
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33%
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5,952 

22%

15,730 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

5万人未満

5万人以上

10万人未満

10万人以上

20万人未満

20万人以上

50万人未満

50万人以上

人口規模ごとの二次医療圏別にみた年齢階級別の診療所医師数

30代以下 40代 50代 60代 70代以上

人口規模別にみた診療所医師の年齢階級別の分布

診療所の医師は過半数が60代以上であり、人口20万人未満の二次医療圏では、60代以上の医師が60％以上を占める。
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都市部と過疎地域における課題について

2025年から2040年までの人口構造の変化をみると、都市部と過疎地域で大きく異なり、医療提供体制における課題

も異なる。2040年にかけて、大都市部では85歳以上を中心に医療需要が増加する見込みである一方、過疎地域では

生産年齢人口の減少も大きく、医療需要は減少する見込み。

2040年の人口

▲40.0%

▲30.0%

▲20.0%

▲10.0%

-

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

▲50.0%▲40.0%▲30.0%▲20.0%▲10.0% - 10.0% 20.0%

年齢区分別人口の変化率の平均値

生産年齢人口 高齢人口

●大都市型 -11.9% 17.2%

●地方都市型 -19.1% 2.4%

●過疎地域型 -28.4% -12.2%

＜2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域は
５割程度（183区域）

ほとんどの地域で生産年齢人
口は減少、とりわけ過疎地域

では減少幅が大きい

大都市型 ：人口が100万人以上（又は）人口密度が2,000人/km2以上
地方都市型：人口が20万人以上（又は）人口10～20万人（かつ）人口密度が200人/km2以上
過疎地域型：上記以外
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高
齢
人
口
の
変
化
率

生産年齢人口の変化率

入院患者数が最大となる年

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）、総務省「住民基本台帳人口」（2018年）、「人口推計」（2017年）及び国
立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」を基に厚生労働省医政局地域医療計画
課において推計。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推
計を用いて算出。

※ 福島県は相双、いわきの２医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに
当たっては、これらの２地域を除く333の二次医療圏について集計。

凡例

：2020年以前に最大

：2025年に最大

：2030年に最大

：2035年に最大

：2040年以降に最大

2040年頃の医療を取りまく状況と課題 まとめ

【医療需要について】

• 2040年頃を見据えると、高齢者数がピークを迎え、生産年齢人口の減少が見られる。地域毎に見ると、生産年齢人口はほぼ全ての

地域で減少し、高齢者人口は大都市部を中心に増加、過疎地域を中心に減少することが見込まれる。

• 医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加し、これに伴い、2040年にかけて、85歳以上の救急搬送は75％増加し、

85歳以上の在宅医療需要は62％増加することが見込まれる。

• このうち、高齢者救急については、軽症・中等症の救急搬送が増加し、自宅だけではなく、高齢者施設等からの救急搬送の増加が見

込まれる。救急搬送後の要介護度の悪化を伴うことも多いが、リハビリの提供状況にはばらつきがあり、また、退院調整のために入

院期間の延長等が見込まれる。

• 在宅医療については、提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向にあるが、診療所数は横ばい。在宅医療の需要は、2040年に

かけて需要が50%以上増加する二次医療圏が66あるなど、増加が見込まれる。在宅医療で医療機関・職員当たりの訪問できる患者

数に限りがある。

• 入院医療については、病床利用率が低下傾向にあり、医療機関の医業利益率は低下している。多くの医療資源を要する医療について

は、2040年にかけて手術件数が全診療領域において半数以上の構想区域で減少となる見込み。外来医療の需要はすでに減少傾向。

【マンパワーについて】

• 生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保がますます困難となる中、働き方改革も進めていく必要がある。

• 特に医師については、地域偏在や診療科偏在の是正のほか、勤務環境の改善も喫緊の課題である。診療所の医師は高齢化している中、

人口が少ない二次医療圏では診療所数は減少傾向、人口の多い二次医療圏では診療所数は増加傾向にある。

【地域差について】

• 過疎地域を中心にすでに高齢者も減少している地域もあれば、大都市部を中心に高齢者等の医療需要の増加が見込まれる地域もあり、

地域ごとに人口変動の状況が異なり、求められる医療提供体制のあり方も様々である。

• 例えば、都市部においては、増加する高齢者救急や在宅医療の受け皿の整備が課題であり、過疎地域においては、人口減少や患者減

少に対応した医療提供体制の維持が課題となる。 26
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２．これまでの地域医療構想

27

地域医療構想について

• 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機
能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

① 都道府県において、各構想区域における2025年の医療需要と「病床数の必要量」について、医
療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに推計し、地域医療構想として策定。

② 各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能と今後の方向性等を「病床機能報告」により
報告。

③ 各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた
協議を実施。

④ 都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を活用し、医療機関の機能分化・連携を支援。さら
に、自主的な取組だけでは進まない場合、「医療法に定められている権限の行使を含めた役割」を
適切に発揮することで、地域医療構想の実現を図る。
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慢性期
●●床

【2025年の病床の必要量】

A 構 想 区 域

協 議

報 告 将 来 の 病 床 数
の 必 要 量
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病床機能報告制度

○ 各医療機関は、毎年、病棟単位（有床診療所の場合は施設単位）で、医療機能の「現状」と「今後の方向」を、
自ら１つ選択して、都道府県に報告。病棟には様々な病期の患者が入院していることから、当該病棟でいずれか
のうち最も多い割合の患者を報告することを基本とする。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合
周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰

を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能
○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者

又は難病患者等を入院させる機能

（病棟の患者構成イメージ）

Ｃ 「回復期機能」回復期状態の患者

Ａ 「高度急性期機能」高度急性期状態の患者

Ｄ 「慢性期機能」慢性期状態の患者

Ｂ 「急性期機能」急性期状態の患者

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを提供していな
くても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できる。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能
を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択する。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、
医療機能を適切に選択する。
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地域医療構想推進のための支援について

地域の実情に応じた地域医療構想の取組を推進するため、様々な支援を行っている。

地域医療介護総合確保基金
（Ⅰ－１）

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する経費を支援
・再編統合に伴い必要となる施設・設備整備費
・再編統合と一体的に行う宿舎・院内保育所の施設整備費
・急性期病床から回復期病床等への転換に要する建設費用 等

地域医療介護総合確保基金
（Ⅰ－２）

・病床数の減少を伴う病床機能再編をした医療機関に対し、減少する病床数に応じた支援
・統合に伴い病床数を減少する場合のコストに充当するための支援
・統合に伴って引き継がれる残債を、より長期の債務に借り換える際の利払い費の支援

重点支援区域

複数医療機関の再編を伴う病床の機能分化・連携に取り組む（検討している）医療機関に対して、直接
的な助言、集中的な支援を行う。

・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に関するデータ分析 等
・地域医療介護総合確保基金の優先配分 等

再編検討区域
複数医療機関の再編について、その検討段階から、相談、事例紹介、調査・分析等を通じて、実現まで
の支援を行う。

モデル推進区域
医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる区域に対し、国がアウトリーチの伴
走支援を行う。

地域医療提供体制データ
分析チーム構築支援事業

都道府県を対象に、大学病院等の有識者や医療関係団体等で構成されるデータ分析体制の構築等に要す
る経費を補助

その他税制優遇措置

・再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る登録免許税、

不動産取得税を軽減する特例措置

・独立行政法人福祉医療機構による地域医療構想に係る優遇融資
医療介護総合確保法に規定する認定再編計画の実行に伴う資産等の取得に必要な資金に関して、融資条件を優遇

・病床再編等の促進のための特別償却制度
地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の

再編等を行った場合に取得する建物等について、特別償却が可能 30
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地域医療介護総合確保基金

国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者
の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府
県に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

令和６年度予算：公費で1,553億円
（医療分 1,029億円、介護分 524億円）
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● 対象となるのは、「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象となり得る。

① 再検証対象医療機関が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

選定対象２

支援内容３

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

● 重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を実施。

【技術的支援】
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に

関するデータ分析
・関係者との意見調整の場の開催 等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の優先配分
・病床機能の再編支援を一層手厚く実施

基本的な考え方１

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論
については、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

【１回目（令和２年１月31日）選定】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

【２回目（令和２年８月25日）選定】
・北海道（南空知区域、南檜山区域）
・新潟県（県央区域）
・兵庫県（阪神区域）
・岡山県（県南東部区域）
・佐賀県（中部区域）
・熊本県（天草区域）

● これまでに以下の13道県21区域の重点支援区域を選定。

【３回目（令和３年１月22日）選定】
・山形県（置賜区域）
・岐阜県（東濃区域）

【４回目（令和３年12月3日）選定】
・新潟県（上越区域、佐渡区域）
・広島県（尾三区域）

重点支援区域について

選定区域５

重点支援区域設定の要否４

● 全ての都道府県に対して重点支援区域の申請の意向の有無を聴取。

【５回目（令和４年４月27日）選定】
・山口県（下関区域）

【６回目（令和５年３月24日）選定】
・青森県（青森区域）

【７回目（令和５年９月８日）選定】
・熊本県（阿蘇区域）

【８回目（令和６年１月16日）選定】
・宮城県（仙台区域）
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病床に関する都道府県知事の権限と行使の流れ①

当該申請に係る二次
医療圏の既存病床数
の数が既に基準病床
数に達している、又は
当該申請による病床
数の増加によって超
えることが認められる
場合

■ 過剰な医療機能への転換の中止等

病床機能報告において基準日と基準日後の
病床機能が異なる場合であって、基準日後病
床機能に応じた病床数が、将来の病床の必要
量に既に達している場合、都道府県知事は、
以下の対応を報告医療機関に求めることがで
きる。

都道府県医療審議会の
意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを命令することがで
きる

病
床
機
能
報
告

当該申請に係る構想区域における療養病床及
び一般病床の数の合計が、将来の病床数の必
要量に既に達している、又は当該申請による病
床数の増加によって超えることが認められる場
合、都道府県知事は、以下の対応を申請者に
求めることができる。

理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合

都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、当該
措置を講ずべ
きことを勧告す
ることができる

正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合

第７条の２第１項

第30条の15第１項・２項・４項

都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる

医療審議会の意見を聴
いて、申請の中止又は
申請病床数の削減を勧
告することができる

公
的
医
療
機
関

第30条の11

厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる

健康保険法第65条第４項
病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請

第７条の３第１項・２項・４項

命令に
従わな
い場合

○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明

都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる

医療審議会の意見を聴
いて、申請の中止又は
申請病床数の削減を勧
告することができる

保険医療機関
の指定申請

厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる

民
間
医
療
機
関

公
的
医
療
機
関

民
間
医
療
機
関

第30条の11 健康保険法第65条第４項

理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合

都道府県医療審議会の
意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを要請することがで
きる

勧告に
従わな
い場合

勧告に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる

公
的
医
療
機
関

民
間
医
療
機
関

第７条の２第１項

第７条の３第６項

第30条の15第６項

第30条の15第７項 第30条の18第30条の17

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明

保険医療機関
の指定申請

命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる

第30条の18

命令・勧告
に従わな
い地域医
療支援病
院・特定機

能病院※

は承認取
り消すこと
ができる

第29条の
第3項及び
第4項

※特定機能病院の承認取消しは厚生労働大臣が行う

令和４年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会 資料３-３

33

病床に関する都道府県知事の権限と行使の流れ②

■ 不足する医療機能への転換等の促進

病
床
過
剰
地
域

「地域医療構想の進め方について」
（H30.2.7地域医療計画課長通知）

第７条の２第３項

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請

第７条第５項

不足する医療
機能に係る医
療を提供する
旨の条件を開
設等許可に
付与できる

■ 非稼働病床の削減

・ 新たに整備される病床が担う予定
の医療機能が、当該構想区域にお
ける不足する医療機能以外の医療
機能となっている
・ 当該構想区域における不足する
医療機能について、既存の医療機関
の将来の機能転換の意向を考慮し
てもなお充足する見通しが立たない
場合 等

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

正当な理由
がなく、
条件に従わ
ない場合

都道府県医
療審議会の
意見を聴いて、
期限を定めて、
条件に従うべ
きことを勧告
することがで
きる

正当な理由
がなく、
当該勧告に
係る措置を
講じていな
い場合

都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、
期限を定めて、
当該勧告に係
る措置を
とるべきことを
命令することが
できる

命令
に従
わない
場合

命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る

第27条の２第１項 第27条の２第２項 第27条の２第３項

地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、地
域医療構想調整会議での協議
が整わないとき 等

第30条の16

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを指示すること
ができる

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る

正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合

指示に
従わな
い場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを要請すること
ができる

勧告に
従わな
い場合

勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

公
的
医
療
機
関

民
間
医
療
機
関

第30条の16第１項

第30条の16第２項 第30条の18第30条の17

指示に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

第30条の18

病院又は診療所が、正当な理由
がなく、許可を受けた病床に係る
業務の全部又は一部を行ってい
ない場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを命令することができる

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る

正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合

命令に
従わな
い場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを要請することができる

勧告に
従わな
い場合

勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

公
的
医
療
機
関

民
間
医
療
機
関

第７条の２第３項

第30条の12第１項 第30条の12第2項

命令に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

第7条の2第6項

○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。

第30条の12第3項

命令・勧告
に従わな
い地域医
療支援病
院・特定機
能病院※

は承認取
り消すこと
ができる

第29条の
第3項及び
第4項

※特定機能病
院の承認取消
しは厚生労働
大臣が行う

令和４年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会 資料３-３

34

Ｐ.19

Ｐ.19



89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.2
万床

0.2万床増

0.7万床減

0.7万床増

0.6万床減

約0.3万床減

2023年度病床機能報告

合計 119.3万床

88.9
万床

２０２３年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2023年

76.5
万床

0.9万床減

7.1万床減

7.4万床増

5.2万床減

68.5
万床

68.1
万床

2015年

※1：2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2023年度病床機能報告：12,203/12402（98.4％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2023年度病床機能報告

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※
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90.6
万床

慢性期

35.5万床 (28%)
慢性期

30.3万床（25%）

慢性期

29.7万床（25%）

慢性期

28.4万床 (24%)

回復期

13.0万床 (10%)

回復期

20.4万床（17%）

回復期

21.1万床（18%）

回復期

37.5万床 (31%)

急性期

59.6万床 (48%)

急性期

52.5万床（44%）

急性期

51.8万床（44%）

急性期

40.1万床 (34%)

高度急性期

16.9万床 (14%) 高度急性期

16.0万床（13%）

高度急性期

16.2万床（14%）

高度急性期

13.0万床 (11%)

速報値
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61.1

28.4 30.3

37.5
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20.4

40.1
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2025年 2025年 2023年

現行の地域医療構想の病床の推計値と

2023年度病床機能報告の病床数

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

（万床）

病床の機能分化・連
携を進めない場合の必
要病床数の推計値

現行の地域医療構想
における必要病床数

病床機能報告

現行の地域医療構想の評価について

12.5

3.0
0

5

10

15

現行の地域医療構想
入院外移行前

2022NDB等の現状投影

万床
療養病床の医療区分1の患者に係る病床数の推計値(2025年時点)

①C 3基準未満の患者に係る病床

②療養病床の医療区分１の患者に係る病床

③医療区分1以外の慢性期病床の減少

• 現行の地域医療構想においては、病床の機能分化･連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推

計されたが、①一般病床のC3基準未満の医療資源投入量の患者数は在宅医療等の医療需要とすること、②療養病床の医療区分１の患

者の70％は在宅医療等の医療需要とすること、③療養病床の入院受療率の地域差解消の取組を進めることにより、2025年時点の必要

病床数を119万床程度とする目標としている。

• 2025年時点の必要病床数の推計値（病床の機能分化・連携を進めない場合）と、2022年度の診療実績（NDBのデータ）に基づく

2025年時点の推計値を比べると、①一般病床のC3基準未満の患者に係る病床数は11.8万床から4.3万床に減少（64%減）、②療養

病床の医療区分１の患者に係る病床数は12.5万床から3.0万床に減少（76％減）、③医療区分１以外の慢性期病床の減少は11.9万床

に近い11.3万床の減床となっている。

11.8

4.3
0

5

10

15

現行の地域医療構想
入院外移行前

2022NDB等の現状投影

万床

Ｃ３基準未満の患者に係る病床数の推計値（2025年時点）

△11.9 △11.3

0

20

現行の地域医療構想 2022NDB等の現状投影

万床
医療区分１以外の慢性期病床の減少の推計値（2025年時点）
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現行の地域医療構想

病床の機能分化･連携
を進めない場合の必要

病床数の推計値

64%減

76%減

※病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせ
たものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細
な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

病床の機能分化･連携
を進めない場合の必要

病床数の推計値

△
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これまでの地域医療構想 まとめ

【これまでの取組】

• 現行の地域医療構想については、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、高齢化により増大する医療需要に対応するため、病

床の機能分化･連携を通じて、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指し、地域医療構想を医療計画の記載事項の一つとして位置づけて取

組を推進。

• その中で、４つの病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に着目し、各都道府県において、二次医療圏を基本とする構想区域の単

位で、2025年の病床の必要量を推計した上で、毎年度、病床機能報告制度により、医療機関から病棟単位で病床機能等の報告を受け、当該報

告等をもとに地域医療構想調整会議での協議を行うとともに、必要に応じて知事権限を行使しながら、地域の実情に応じて、病床機能の転換

や再編等を進めてきた。

• 国においても、地域医療介護総合確保基金、重点支援区域、地域医療構想アドバイザー、データ分析体制構築等の支援を行うことにより、都

道府県と連携し、取組を推進してきた。

【評価】

• 現行の地域医療構想においては、病床の機能分化･連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推計されたと

ころ、2025年時点の必要病床数を119.1万床とする目標としているが、病床機能報告による病床数は2015年の125.1万床から2023年には

119.3万床になり、現行の地域医療構想で推計した病床数の必要量と同程度の水準となっている。

• 機能区分別にみても、急性期病床が減少し、回復期病床が増加したほか、介護医療院等の在宅･介護施設等への移行等により慢性期病床が減少

するなど、病床数の必要量に近づいており、全体として、進捗が認められる。

【課題】

• 医療機関の機能転換･再編等は医療機関の経営に大きく影響することから、多くの関係者の理解が必要であり、合意形成に時間を要し、依然と

して構想区域ごと・機能ごとに必要量との差異が生じている中で、2040年頃に向けて、医療需要のピークやその後の減少にも対応できる更な

る取組が求められる。

• また、病床の機能分化・連携を図る仕組み等について、これまで以下のような指摘もなされている。

✓ 病床機能報告制度において、高度急性期と急性期、急性期と回復期の違いがわかりづらい。また、将来の病床の必要量と基準病床数との関
係もわかりづらい。

✓ 病床数に着目した議論をしてきたため、医療機関の役割分担・連携の推進につながりにくい。

✓ 病床数の必要量の議論が中心となり、将来のあるべき医療提供体制の実現に向けた議論が十分になされたとは言いがたい。
37

３．2040年頃を見据えた目指すべき医療
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｢ポスト2025年の医療･介護提供体制の姿｣
医 療 介 護 総 合 確 保 方 針 （ 令 和 ５ 年 ３ 月1 7 日 改 正 ） の 別 添

ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿は、以下の３つの柱を同時に実現することを通じて、患者・利用者など

国民が必要な情報に基づいて適切な選択を行い、安心感が確保されるものでなければならない。

Ⅰ 医療・介護を提供する主体の連携により、必要なときに「治し、支える」医療や個別ニーズに寄り添った柔軟かつ

多様な介護が地域で完結して受けられること

Ⅱ 地域に健康・医療・介護等に関して必要なときに相談できる専門職やその連携が確保され、さらにそれを自ら選
ぶことができること

Ⅲ 健康・医療・介護情報に関する安全・安心の情報基盤が整備されることにより、自らの情報を基に、適切な医

療・介護を効果的・効率的に受けることができること

2.ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿の３つの柱

• 医療・介護提供体制の改革を進めていくに当たっては、実現が期待される医療・介護提供体制の姿を関係者が

共有した上でそこから振り返って現在すべきことを考える形（バックキャスト）で具体的に、改革を進めていくことが
求められる。

• その際、限りある人材等で増大する医療・介護ニーズを支えていくため、医療・介護提供体制の最適化・効率化

を図っていくという視点も重要。

• 高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産年

齢人口の急減に直面する局面において、実現が期待される医療・介護提供体制の姿として現時点で想起し得

るものを、患者・利用者など国民の目線で描いたもの。

1.ポスト2025年に対応した医療・介護提供体制の姿

39

目指すべき医療提供体制の基本的な考え方（案）

• 85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・

介護を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療

提供体制を実現する必要がある。

• このため、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携等を含め、地域における長期的に共有すべき医療提供

体制のあるべき姿・目標として、地域医療構想を位置づける。人口や医療需要の変化に柔軟に対応できるよう、二次医療圏

を基本とする構想区域や調整会議のあり方等を見直した上で、医療・介護関係者、都道府県、市区町村等が連携し、限りあ

る医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を

明確化し、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。

• 具体的には、

➢増加する高齢者救急に対応するため、軽症・中等症を中心とした高齢者の救急の受入体制を強化する。ADLの低下を防

ぐため、入院早期から必要なリハビリを適切に提供し、早期に生活の場に戻ることを目指す。その際、医療ＤＸの推進

等により、日頃から在宅や高齢者施設等と地域の医療機関の連携、かかりつけ医機能の発揮等を通じ、救急搬送や状態

悪化の減少等が図られるよう、在宅や高齢者施設等を含む対応力の強化を目指す。

➢増加する在宅医療需要に対応するため、必要に応じて現行の構想区域よりも小さい単位で、地域の医療機関の連携によ

る24時間の在宅医療の提供体制の構築、オンライン診療の積極的な活用、介護との連携等、効率的かつ効果的な在宅

医療の体制強化を目指す。外来医療においても、時間外対応や在宅医療等のかかりつけ医機能を発揮して必要な医療提

供を行う体制を目指す。

➢医療の質やマンパワーの確保のため、手術等の労働集約的な治療が減少し、急性期病床の稼働率の低下による医療機関

の経営への影響が見込まれる中、必要に応じて現行の構想区域を越えて、一定の症例や医師を集約して、医師の修練や

医療従事者の働き方改革を推進しつつ、高度医療・救急を提供する体制の構築を目指す。

➢必要な医療機能を維持するため、特に過疎地域において、人口減少や医療従事者の不足が顕著となる中で、地域で不可

欠な医療機能（日常診療や初期救急）について、拠点となる医療機関からの医師の派遣、巡回診療、ICT等を活用し、

生産性の向上を図り、機能維持を目指す。
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新たな地域医療構想の基本的な方向性（案）

病床の機能分化･連携を中心とした地域医療構想をバージョンアップし、85歳以上の高齢者の増加

や人口減少がさらに進む2040年頃、さらにその先も見据え、全ての地域・全ての世代の患者が適切

な医療を受けられる体制を構築できるよう、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との

連携等を含む、医療提供体制全体の新たな地域医療構想を策定する。

病床の機能分化・連携
入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、

医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想
85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対
応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築
病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療機
関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現
医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提供体
制モデルを確立する。
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